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会

委員会
（届出） 知　事 知　事 知　事

委員
会

委員
会

１部 １部 ２部 ２部 ２部 １部 １部

NO.

1 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 原本

2 △ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

3 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 附近の見取図

4 △ △ △ △ △ 登記事項証明書等に記載の住所と現住所が
異なる場合には添付を要する

5 法人登記事項証明書 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 原本

6 定款又は寄附行為（写） ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 原本証明

7 議事録（支局等が申請する場合） ○ ○ ○ ○

8 組合員名簿又は株主名簿等 ◎

9 規則10条2項4号で定める書類 ◎

10 規則10条2項6号の契約書の写し ◎

11 法3条3項3号の執行役員の証明 ◎

12 ◎ 施行令2条1項2号適用の場合

13 ○ ※ ※ ○

14 ◎ 住所地等の農業委員会が交付したもの

15 ○ ◎ ◎ ◎ 預金残高証明・融資証明等

16 ○ ◎ ◎ ◎ 転用事業に必要な経費を証明する書
類

17 ○ ※ ※ ○

18 隣接農地等関係者 ○ ○ ○ ○ ○

19 水利権・用排水権者 ○ ◎ ◎ ◎ ○ 水利組合等がない場合関係区長等

20 小作権者・地上権等所有者 ◎ ◎ ◎

21 里道・水路等管理権者等 ◎ ◎ ◎ 里道・水路等を含めて転用事業を行う場合

22 ○ ◎ ◎ ◎ ○ 申請地が土地改良区域内にある場合

23 ○ ○ ○ 建売分譲住宅等・砂利採取申請の場合

24 ○ ◎ ◎ ◎

25 ○ ○ ○ ○ ○

26 ○ ◎ ◎ ◎ ○

27 ○ ○ ○ 現有資材等置場（駐車場）の写真添付

28 ◎ ◎ ◎ 他法令の許可が必要で手続状況を
確認する場合

29 ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 ※ ※

・　◎は農地法施行規則に定められたもの。

・　○は京都府及び京丹後市農業委員会の審査において必要な添付資料。

・　△は参考書類。

・　※は一定規模以上の形状変更で一時転用許可申請を行う場合に必要な添付資料。

・　４条のうち「届出」とは200㎡未満の農業用施設用地に係るもの。

　　注意事項

資金証明書

宅建業及び砂利採取業登録書（写）

施設配置図（土地利用計画図）

発生土証明書

現有資材等置場（駐車場）利用状況調書

施設構造図

他法令許可等確認書類

登記事項証明書

農地の公図（写）

同
意
書

施行令2条1項2号ロを確認できる書類

営農計画書

耕作証明書(譲受人が他市町村の場合)

農地法許可申請等に必要な添付資料一覧表

申 請 内 容 ４条 ５条
転用事
業計画
変　更

形状
変更

備      考

提 出 部 数

農
地
所
有

適
格
法
人

農地の位置図

土地改良区（意見書）

用排水計画図

法
人
の
場
合

住民票又は戸籍の附票

許 可 権 者

添付書類名

京丹後市農業委員会（69-0040）

非農地
証明

　　　　計画図及び断面図

現地写真

法
3
条
3

項
適
用

契約書・見積書等

誓約書

３条


